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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針
（１）被害の現状（令和５年度）

対 象 鳥 獣 エゾシカ、ヒグマ、キツネ、タヌキ、カラス類、アライグマ、ゼニガタアザラシ

計 画 期 間 令和７年度から令和９年度まで

対 象 地 域 北海道幌泉郡えりも町（町内一円）

鳥獣の種類
被害の現状

品　　目 被害額（千円） 被害面積（ha）

エ ゾ シ カ
牧草 36,351 72.61

ヒ グ マ ふ化場ほか ― ―
ロールサイレージ 18,425 2,424個

牧草（剥離）ほか ― ―
タ ヌ キ 飼料ほか ― ―
カ ラ ス 類

キ ツ ネ 家庭菜園ほか ― ―

ゼ ニ ガ タ
ア ザ ラ シ

定置網のサケ（食害） 522 ―
ア ラ イ グ マ 家庭菜園ほか ― ―

タコ空釣縄漁（食害） 76 ―
合計 55,374 73

※森林被害額は除く

（２）被害の傾向

エゾシカ

　平成10年度以降に牧草への農業被害が発生。個体数の増加に伴い被害
も増加傾向にある。侵入防止柵のネットが毎年破られており、被害箇所
及び修繕費用が増加している。また、昆布干場での排泄物による衛生面
の被害が増加傾向にある。

ヒグマ
　若い個体による、人の生活圏内（民家や通学路周辺、牧場等）での出
没が増加傾向であり、地域住民をはじめ、農業関係者などに被害が及ぶ
可能性がある。

タヌキ
　牛舎や家庭菜園等へ侵入し飼料や干し魚、収穫物の食害が増加傾向に
ある。

カラス類
　牛舎へ侵入し飼料等の食害、排泄物による衛生面の被害がある。ま
た、牧草を剥離しコガネムシの幼虫を食べ、牧草地を傷める被害も増加
している。

キツネ
　人の生活圏や昆布干場へ侵入し、干し魚等の食害、排泄物による衛生
面の被害が増加傾向にある。

アライグマ
　町内全域でアライグマが生息しており、牛舎や家庭菜園等へ侵入し、
飼料や収穫物の食害が増加傾向にある。

ゼニガタアザラシ 　近年、顕在化しており被害数の増減もあり、被害率は横ばいである。
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（３）被害の軽減目標

（４）従来講じてきた被害防止対策

エゾシカ
・銃器による捕獲
・くくりわなによる捕獲

ヒグマ
・銃器による捕獲
・箱わなによる捕獲

キツネ
・銃器による捕獲
・箱わなによる捕獲

タヌキ タヌキ
・箱わなによる捕獲

被害金額、被害面積等

エゾシカ
被 害 額 54,776 被 害 額 43,821

指　　標
現状値（令和５年度） 目標値（令和９年度） 現状値と目標値の比

較被害金額、被害面積等

20％減
被 害 面 積 72.61 被 害 面 積 58.09

ヒグマ
被 害 額 － 被 害 額 －
被 害 面 積 － 被 害 面 積 －

キツネ
被 害 額 － 被 害 額 －

被 害 面 積 － 被 害 面 積 －

タヌキ
被 害 額 － 被 害 額 －
被 害 面 積 － 被 害 面 積 －

カラス類
被 害 額 － 被 害 額 －

被 害 面 積 － 被 害 面 積 －

アライグマ
被 害 額 － 被 害 額 －
被 害 面 積 － 被 害 面 積 －

ゼニガタアザラシ
被 害 額 598 被 害 額 478

20％減
被 害 面 積 － 被 害 面 積 －

　牧場や国有林等の捕獲困難または禁止区域で
出没（生息）しているエゾシカの捕獲に苦慮し
ている。

　わなの免許取得者が少ないため、取得に向け
ての取組が必要。

被 害 面 積 72.61 被 害 面 積 58.09

従 来 講 じ て き た
被 害 防 止 対 策

課　　       題

合　　計
被 害 額 55,374 被 害 額 44,299

捕獲等に関
す る 取 組 　地元猟友会の協力を得て銃器及

びわなによる有害鳥獣の捕獲を実
施し、町費、補助金を活用して捕
獲費用を支出している。

　

エゾシカ

　わなの免許取得者が少ないため、取得に向け
ての取組が必要。

　民家周辺や牛舎等では銃器を使用できないた
め、捕獲に苦慮している。
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　地元猟友会（捕獲従事者）の高齢化及び担い
手が不足しているため、人材確保と育成が必
要。

ヒグマ

　地元猟友会（捕獲従事者）の高齢化及び担い
手が不足しているため、人材確保と育成が必
要。

　わなの免許取得者が少ないため、取得に向け
ての取組が必要。

キツネ

　民家周辺や牛舎等では銃器を使用できないた
め、捕獲に苦慮している。また、箱わなを設置
しても、捕獲できないことも多くあり、捕獲に
苦慮している。



カラス類
・銃器による捕獲
・箱わなによる捕獲

アライグマ
・箱わなによる捕獲

ゼニガタアザラシ
・漁網

・
・

・
・
・
・

（５）今後の取組方針
エゾシカ

ヒグマ

キツネ、タヌキ、カラス類

アライグマ

ゼニガタアザラシ

カラス類

　民家周辺や牛舎等では銃器を使用できないた
め、捕獲に苦慮している。

　巣の撤去は、設置個所が高くて対処できない
こともあり、苦慮している。

アライグマ

　箱わなを設置しても、捕獲できないことも多
くあり、苦慮している。

　わなの免許取得者が少ないため、取得に向け
ての取組が必要。

ゼニガタアザラシ

　平成２７年に絶滅危惧種から準絶滅危惧種へ
引き下げられたことにより、計画的な捕獲によ
る個体群管理が可能となったが、当町の重要な
観光資源でもあることから、漁業被害の軽減と
両立させた取り組みを行い、共存・共栄を図っ
ていく必要がある。

防 護 柵 の
設置等に関
す る 取 組

エゾシカ、ヒグマ、アライグマ、
キツネ、タヌキ

エゾシカ、ヒグマ、アライグマ、キツネ、タヌキ

電気柵設置 　エゾシカ等により、例年被害があり、修繕し
ても、すぐに破られることが多く、電気柵及び
ネットフェンスの維持管理費用の負担が大き
い。

　北海道エゾシカ管理計画（第６期）に基づき、「適正な個体数管理」と「捕獲個体の有効
活用」を推進するために、有害鳥獣に係る補助金と町費で捕獲事業に係る財源を確保し、
「メス」を優先とした捕獲活動を実施する。また、捕獲した個体については、「地域資源」
として有効活用するために、地元猟友会へ捕獲後の処理方法として、「施設搬入」を推奨す
ることを周知していき、搬入された個体はジビエやペットフード等への加工に努める。

　北海道ヒグマ管理計画（第２期）に基づき、「人身被害の防止、人里への出没抑制及び農
業被害の軽減」並びに「ヒグマ地域個体群の存続」を推進するため、町内に出没した「問題
個体」に対し、地元猟友会を中心とした関係機関と連携し、見回り警戒や注意喚起看板によ
る被害防止及び予防、出没状況に合わせて、箱わなを設置して速やかな捕獲に努める。

　人の生活圏や牛舎等へ侵入し、飼料等の食害、排泄物による衛生面の被害が懸念される。

　えりも町におけるアライグマ防除実施計画に基づき、生態系に係る被害の防止を推進する
ため、生息及び被害状況等を把握し、被害防止及び生息域の拡大を防止し、町内への侵入・
定着の阻止に努める。

　えりも地域ゼニガタアザラシ特定希少鳥獣管理計画（第３期）に基づき、地域におけるゼ
ニガタアザラシ個体群と沿岸漁業を含めた地域社会との将来にわたる共存を推進するため、
漁網の改良及びモニタリング等を実施しながら、適正な個体数調整に努める。
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ネットフェンスの設置

生息環境管
理その他の
取 組

ヒグマ ヒグマ
啓発普及及び注意喚起 　近年、人の生活圏での出没及び目撃情報が増

加しており、人身被害が懸念されるため、関係
機関及び地域との連携が必要。

町内広報誌での周知
町内防災無線での周知
公共施設での周知
注意喚起看板等の設置



３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項
（１）対象鳥獣の捕獲体制

（２）その他捕獲の体制に関する取組

（３）対象鳥獣の捕獲計画

　捕獲予定場所は、町内一円。
　捕獲手段は、銃器とわなによる捕獲。

： 銃器、くくりわな（通年）
：

： 銃器、はこわな（通年）
： はこわな（通年）
：

はこわな（通年）
：

8 同上 同上

9 同上 同上

　地元猟友会では、会員の高齢化及び担い手が不足している現状を補うため、正会員15名前後
（町内在住者）のほかに、町外在住のハンター25名前後を「準会員」として入会しており、総
勢40名前後で構成しています。正会員は「町非常勤職員の鳥獣被害防止対策実施隊員」に委嘱
し、準会員をエゾシカ有害捕獲の従事者として依頼し、捕獲活動を実施しています。

※正会員及び準会員の人数については、増減する場合があります。

年度 対象鳥獣 取組内容

7
エゾシカ、ヒグマ、キツネ、
タヌキ、カラス類、アライグマ、
ゼニガタアザラシ

　地元猟友会の活動支援として、ハンター保険料及び
運営補助。

エ ゾ シ カ 2,500 2,500 2,500

ヒ グ マ 10 10 10

捕獲計画数等の設定の考え方

　エゾシカ、ヒグマ、ゼニガタアザラシについては、「北海道エゾシカ管理計画（第６期）」
及、「北海道ヒグマ管理計画（第２期）」、「えりも地域ゼニガタアザラシ特定希少鳥獣管理
計画」に基づき目標とする個体数指数が確認されるまで、適正な捕獲を実施する。また、その
他の有害鳥獣は過去の捕獲実績に基づき設定する。

対象鳥獣
捕獲計画数等

７年度 ８年度 ９年度

カ ラ ス 類 300 300 300

ア ラ イ グ マ 150 150 150

キ ツ ネ 50 50 50

タ ヌ キ 50 50 50

捕獲等の取組内容

ゼニガタアザラシ － － －

エ ゾ シ カ
ヒ グ マ

銃器、はこわな（通年、ただし冬眠期間である１月から２月を除く）

カ ラ ス 類 銃器、手捕り（通年、ただし狩猟期間は除く）

ア ラ イ グ マ

ゼニガタアザラシ
漁網（年度ごとに実施した内容をモニタリング等をして、次年度に改
良した漁網や捕獲方法を実施する）
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キ ツ ネ
タ ヌ キ



（４）許可権限委譲事項

４．防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項
（１）侵入防止柵の整備計画

（２）侵入防止策の管理等に関する取り組み

５．生息環境管理その他被害防止実施柵に関する事項

・
・
・
・
・

・
・

６．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、

（１）関係機関に関する事項

・ 関係機関との情報共有
・ 現場確認及び注意喚起
・ 地元猟友会へ出動要請
・ 現場確認
・ 見回り警戒及び捕獲
・ はこわなの設置及び見回り確認

対象地域 対　　象　　鳥　　獣

なし なし

対象鳥獣
整　　備　　内　　容

７年度 ８年度 ９年度

エゾシカ、
ヒグマ

ネットフェンスの
維持補修

ネットフェンスの
維持補修

ネットフェンスの
維持補修

対象鳥獣
取　　組　　内　　容

７年度 ８年度 ９年度

関係機関との情報共有
捕獲した対象鳥獣の適正な処理

エゾシカ、
ヒグマ

ネットフェンスの
維持補修

ネットフェンスの
維持補修

ネットフェンスの
維持補修

年度 対象鳥獣 取組内容

　対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合
の対処に関する事項

関係機関の名称 役　　　　割

　えりも町役場

　北海道猟友会浦河支部えりも分区

　えりも町教育委員会 ・ 学校への周知

従事者への周知
エゾシカ捕獲後の処理方法として、施設搬入の推
奨

8 同上 同上

9 同上 同上

7
エゾシカ、ヒグマ、キツネ、カラ
ス類、アライグマ、ゼニガタアザ
ラシ

　対象鳥獣の出没や目撃情報に応じて、関係機関と連
携して対応に努める。また、対象鳥獣ごとに策定され
ている各計画に基づき、適切な捕獲活動に努める。

啓発普及及び注意喚起
町内広報誌での周知
町内防災無線での周知
公共施設での周知
注意喚起看板の設置

　浦河警察署（本町、えりも岬、庶野駐在所） ・ 現地確認及び注意喚起
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（２）緊急時の連絡体制

・

・

７．捕獲した対象鳥獣の処理に関する事項

・

・
キツネ
・

８．捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有効な利用に関する事項
（１）捕獲等をした鳥獣の利用方法

（２）処理加工施設の取組

（３）捕獲等をした対象鳥獣の有効活用のための人材育成の取組

９．被害防止施策の実施体制に関する事項
（１）被害防止対策協議会に関する事項

・

・

・
・

目
撃
者

→ えりも町役場産業振興課 →

現
場
確
認

注意喚起看板設置

→ 猟友会浦河支部えりも分区 →
えりも町教育委員会
浦河警察署及び町内各駐在所

エゾシカ

↓ ↑情報共有
状況に応じて、地元猟友
会へ出動要請

（見回り、わな設置）

ペットフード
　エゾシカ処理施設の委託業者が解体した肉をペットフードへと有効活用して
いる。

皮革 　エゾシカ処理施設の委託業者と協議予定。

その他 　なし

北海道エゾシカ管理計画（第6期）に基づき、捕獲した個体は「地域資源」として、有効活
用するために、捕獲後の処理は「施設搬入」することを推奨し、ジビエやペットフード等へ
の加工に努める。

ヒグマ

捕獲した個体は、指定された部位を確保し、関係機関へ提出する。

捕獲した個体は、関係機関からの依頼があった際に、検体として提出する。

食品
　エゾシカ処理施設の委託業者が解体した肉を冷凍し加工施設へ運搬し食肉と
して活用している。

　えりも町 ・ 総括的な協議会の運営

　ひだか東農業協同組合
被害防除対策、被害状況調査及び把握、生
息・出没等の情報提供

　ひだか南森林組合、日高東部森林組合
被害防除対策、被害状況調査及び把握、生
息・出没等の情報提供

　なし

　なし

被害防止対策協議会の名称 えりも町鳥獣被害防止対策広域協議会

構成機関の名称 役　　　割

　北海道猟友会浦河支部えりも分区
対象鳥獣の捕獲従事者として捕獲の実施
捕獲事業への参加

　日高農業改良普及センター ・被害防止対策への指導、助言
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（２）関係機関に関する事項

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項

10．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項

関係機関の名称 役　　　　割

日高振興局保健環境部環境生活課 被害報告（野生鳥獣類）のとりまとめ等
日高振興局産業振興部農務課 計画の協議及び補助事業への指導等

　なし

　なし　
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日高振興局産業振興部水産課 被害報告（海獣類）のとりまとめ等
その他関係団体 連絡調整・その他

・ 平成24年３月19日、えりも町鳥獣被害対策実施隊を設置。


